
第8章 農 村 振 興 局

第1節 農山漁村及び中山間地域
等の振興

1 農山漁村の振興

農村は、農業者を含めた地域住民の生活の場であり、
そのような場で農業が営まれていることにより、農業
の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることか
ら、農業が食料その他の農産物の供給の機能及びそれ
以外の多面的機能を適切かつ十分に発揮できるよう、
農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福
祉の向上により、農村の振興が図られなければならな
い。
一方、農村の現状は、農家人口の減少と混住化が進

んでおり、さらに、地域産業の経営の厳しさ、過疎化・
高齢化の進展等によりその活力が低下している。
このため、農村における土地の農業上の利用と他の

利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総
合的な振興に関する施策を計画的に推進し、地域の農
業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで
住みよいアメニティに満ちた農村とするため、農業生
産基盤の整備と交通、情報通信、衛生、教育、文化等
の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推
進し、必要な施策を実施した。
特に農山漁村の活性化については、平成19年11月に

取りまとめた「農山漁村活性化のための戦略」に即し
て、①地域の活性化の推進役となる人材への直接支援、
②祭りや伝統文化の保全・復活等、農山漁村集落の再
生への支援、③「子ども農山漁村交流プロジェクト」
等、都市と農山漁村の共生・対流による地域経済の活
性化、④農業と商工業との連携等、各省連携による取
組に対する支援を実施した。
また、「立ち上がる農山漁村」（総理、農林水産大臣
等が出席する有識者会議）や「オーライ！ニッポン」
（都市と農山漁村の共生・対流推進会議）等の優良事例
について、シンポジウムの開催等を通じ広く国民に向
けた情報発信を行うとともに、ネットワーク化を進め
ることにより、全国的な取組への発展を図った。さら
に、「農林漁家民宿おかあさん100選」を選定し紹介す

ることにより、都市と農山漁村の交流を促進した。
世界的な金融危機の発生に伴い、我が国の経済にお
いても雇用情勢が急速に悪化する中、平成20年2月に、
農山漁村における雇用対策を強力に推進するため、農
林水産副大臣を本部長とする「農林水産省雇用対策推
進本部」を設置し、雇用対策の進捗状況及び課題につ
いて議論を行った。

2 中山間地域等の振興

中山間地域は、農家数、耕地面積、農業産出額とも
全国の約4割を占め、我が国農業の重要な部分を担う
とともに、国土・環境の保全、保健休養の場の提供等
の面でも重要な役割を果たしている。
しかしながら、中山間地域は、傾斜地が多く、まと
まった農地が少ないなどの制約があり、規模拡大が困
難な上、定住条件の整備が立ち遅れており、農業者の
高齢化による担い手の減少や耕作放棄地が増加などの
実状にある。
このような中山間地域の活性化を図るため、地域の
基幹産業である農業の振興を図るとともに、多様な就
業機会の確保、更には都市地域に比べて立ち遅れてい
る生活環境の整備に力を入れているところである。
具体的には、農業生産活動を維持するための中山間
地域等直接支払制度など、各種の事業を実施すること
により、中山間地域の活性化に努めている。

⑴ 中山間地域等直接支払制度
中山間地域等は、河川の上流域に位置し、農業生産
活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観
形成等の多面的機能を発揮している。中山間地域等で
は、傾斜地が多い等の立地特性を有し、高齢化が進行
する中、平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域
があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等
による多面的機能の低下が特に懸念されている。
このため、担い手の育成等による農業生産活動等の
維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生
を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払い
を実施している。
ア 対象地域及び対象農用地
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離島振興法、沖縄振興開発特別措置法、奄美群島振
興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法
の指定地域及び都道府県知事が指定する地域のう
ち、ア～オの要件に該当する農用地区域内に存する
1 ha 以上の一団の農用地
ア 急傾斜農用地
イ 自然条件により小区画・不整形な田
ウ 草地比率の高い地域の草地
エ 市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用地、
高齢化率・耕作放棄率の高い農地）

オ 都道府県知事が定める基準に該当する農用地
イ 対象者及び交付額

対象農用地において集落協定等に基づき5年間以
上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し
て、対象農用地面積に、平地地域と対象農用地との
生産条件の格差を基に算出した交付単価を乗じた額
を交付する。

ウ 事業実施主体等
ア 事業実施主体 市町村
イ 予 算 額 21,800,000千円
また、中山間地域等直接支払交付金の交付に当た

っては、平成17年度からの新たな対策における、「自
律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向け
た前向きな取組を推進する」との趣旨の徹底を図る
とともに、新たな対策の下での明確かつ合理的・客
観的基準に基づき対象地域及び対象農用地の指定並
びに適切な対象行為の確認等が確実に行われること
が必要である。
このため、都道府県及び市町村に対し、交付金の

交付等の適正かつ円滑な実施を促進するために必要
な経費を助成する「中山間地域等直接支払推進交付
金」を交付している（予算額346,375千円）。

3 特定地域の振興

⑴ 山村振興対策
平成20年度における農林水産関連予算は、主な公共

事業では
ア 生産基盤と生活環境の整備（1,355億48百万円（う
ち農業生産基盤等1,210億76百万円、漁村整備144億
72百万円））
イ 地球温暖化防止等に向けた森林の整備等（2,778
億59百万円）

であり、主な非公共事業では、
ア 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（334億
63百万円の内数）

イ 森林・林業･木材産業づくり交付金を活用した対

策の推進（96億92百万円の内数）
ウ 鳥獣害防止総合対策事業の推進（28億円の内数）
エ 強い水産業づくり交付金を活用した対策の推進
（77億30百万円の内数）
である。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度や農林漁業振興のための農林
漁業金融公庫（10月1日以降は株式会社日本政策金融
公庫）等からの資金の貸付制度を措置している。

⑵ 特殊土壌地帯対策
鹿児島のシラス等災害を受けやすい特殊土壌地帯の
対策として、国土交通省や総務省等とともに各種施策
を実施。平成20年度の農林水産業関連予算は、治山
135億28百万円、農業農村整備499億24百万円である。
なお、事業の実施に対し、補助率の引き上げや採択
基準の緩和等の措置を講じている。

⑶ 過疎地域対策
平成20年度における農林水産業関連予算は、主な公
共事業では、
ア 生産基盤と生活環境の整備（1,335億48百万円（う
ち農業生産基盤等1,210億76百万円、漁村整備144億
72百万円））

イ 地球温暖化防止等に向けた森林の整備等（2,778
億59百万円）
であり、主な非公共事業では、
ア 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金は334億
63百万円の内数
イ 森林・林業・木材産業づくり交付金を活用した対
策の推進は96億92百万円の内数
ウ 鳥獣害防止総合対策事業は28億円
である。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度や農林漁業振興のための農林
漁業金融公庫（10月1日以降は株式会社日本政策金融
公庫）等からの資金の貸付制度を措置している。

⑷ 豪雪地帯対策
平成20年度における豪雪地帯対策に関する農林水産
業関連予算は、農業関係2,455億99百万円、林業関係
670億37百万円、水産業関係481億30百万円である。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。
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⑸ 半島振興対策
平成20年度における農林水産業関連予算は、主な公

共事業では、生産基盤と生活環境の整備（1355億48百
万円（うち農業生産基盤等1,210億76百万円、漁村整備
144億72百万円））であり、主な非公共事業では、
ア 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（334億
63百万円の内数）

イ 森林・林業・木材産業づくり交付金を活用した対
策の推進（96億92百万円の内数）

ウ 鳥獣害防止総合対策事業（28億円）
である。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや

採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度を措置している。

⑹ 離島振興対策
平成20年度における離島振興対策に関する農林水産

業関連予算は、公共事業では、
ア 国土保全関係（29億23百万円（うち治山16億35百
万円、農地海岸1億7百万円、漁港海岸11億81百万円）
イ 産業基盤整備（334億89百万円（うち農業農村整備
66億50百万円、森林整備12億91百万円、水産基盤整
備255億48百万円））

であり、主な非公共事業では、
ア 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（334億
63百万円の内数）

イ 離島漁業再生支援交付金（14億51百万円）
である。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや

採択基準の緩和等の措置を講じている。
⑺ 奄美群島振興対策

平成20年度における奄美群島振興対策に関する農林
水産業関連予算は、公共事業では、
ア 国土保全関係（4億85百万円（うち治山2億4百
万円、農地海岸1億41百万円、漁港海岸1億40百万
円））

イ 産業基盤整備（139億81百万円（うち農業農村整備
119億12百万円、森林整備4億92百万円、水産基盤整
備15億77百万円））

であり、非公共事業では、
ア さとうきび生産対策（244億16百万円の内数）
イ 植物防疫対策（特殊病害虫特別防除等）（23億14百
万円の内数）

である。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや

採択基準の緩和等の措置を講じている。

4 農地・水・環境保全向上対策

農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図る
ためには、効率的・安定的な農業構造の確立と併せて、
基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上を図ると
ともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進
することが必要である。
このような中、農地・農業用水等の資源については、
過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低
下により、適切な保全管理が困難となってきている現
状や、ゆとりや安らぎといった国民の価値観の変化等
の視点も踏まえた対応が必要となっている。
また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活
動については、環境問題に対する国民の関心が高まる
中で、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視
したものに転換していくことが求められている。
これらを踏まえ、地域において農地・水・環境の良
好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果
の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活
動を、一体的かつ総合的に支援する「農地・水・環境
保全向上対策」を平成19年度より実施している。

⑴ 共同活動支援交付金
地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民も含
めた多様な主体の参画を得て、農地・農業用水等の資
源の適切な保全管理を行うとともに農村環境の保全等
にも役立つ地域共同の効果の高い取組を促進する必要
があり、これらの資源の保全向上活動に対する支援を
行う。
ア 対象農用地

交付金の算定対象の農用地は、農振農用地
イ 対象活動

市町村と活動組織（資源の保全向上活動を実施す
る団体）が締結する協定に基づき、一定の要件を満
たす農地・水・農村環境の保全向上活動
ウ 事業実施主体

地域協議会（都道府県、市町村、農業者団体等か
ら構成される団体）
エ 補助率 定額
オ 予算額 25,588百万円

⑵ 営農活動支援交付金
農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的
に、化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減する
など、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な
営農活動に対する支援を行う。
ア 対象地域
「共同活動支援」の実施地域であって、計画等に基
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づき地域として環境保全に取り組む地域。
イ 対象活動

活動組織内の農業者が協定に基づき、集落等を単
位として、以下の①及び②を合わせて実施する場合
に支援を行う。
① 環境負荷低減に向けた地域全体の農業者による
取組（たい肥等の有機質資材の投入、浅水代かき
等の環境負荷低減の取組を、集落等の対象区域の
おおむね全ての生産者が実施）

② まとまりをもって環境負荷を大幅に低減する先
進的取組（地域でまとまりを持って、持続性の高
い農業生産方式の導入により、化学肥料・化学合
成農薬の使用を原則5割低減する等の先進的な取
組を実施）

ウ 事業実施主体
地域協議会

エ 補助率 定額
オ 予算額 2,986百万円
また、農地・水・環境保全向上対策が広く国民の理

解を得て、地域において農地・水・環境の良好な保全
と質的向上を図るという対策の目的を達成するために
は、実施に当たって、本対策の趣旨の徹底、明確かつ
合理的・客観的基準に基づく要件の設定、対象活動の
実施状況の確認等が行われることが重要である。
このような観点から、都道府県、市町村及び地域協

議会が行う交付金の交付等を適正かつ円滑に実施する
ために必要な経費に対して助成する農地・水・環境保
全向上活動推進交付金を交付している。（予算額
1,612百万円）

5 都市と農村の共生・対流等の促進

⑴ 広域連携共生・対流等対策交付金
農山漁村において、全国の小学生が1週間程度の自

然体験・長期宿泊体験活動を行う「子ども農山漁村交
流プロジェクト」を本年度に創設したことに伴い、各
都道府県の受入の核となるモデル地域を指定し、その
受入体制整備を支援するとともに、共生・対流の先導
的な取組を実現するために必要となる施設等の整備に
ついて支援を行った。
また、都市農業の振興を図るとともに、身近な農業

を活かし都市住民の生活向上に資するため、体験農園
の全国的な普及に向けた先導的取組や都市農地の保全
に向けたモデル的な取組への支援を行った。
ａ 事業実施主体 農業協同組合、森林組合、漁業共

同組合、農事組合法人、農業生産
法人、NPO法人、公益法人、土地

改良区、農山漁村等の住民の組織
する団体等

ｂ 交 付 率 定額
ｃ 予 算 額 615,959千円

⑵ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
（地域間交流拠点の整備）

地域資源を活用した都市住民に魅力ある交流拠点、
廃校・廃屋等を改修した交流施設、市民農園など農林
漁業体験施設の整備を行うとともに、農林漁家の空き
家、廃校等を活用して、一定規模での宿泊体験活動の
受入れを行う宿泊体験活動受入拠点施設等の整備を交
付対象として追加した。
ａ 事業実施主体 都道府県、市町村、農業協同組合、

PFI 事業者、NPO法人 等
ｂ 交 付 率 定額（1/2以内 等）
ｃ 予 算 額 33,463百万円の内数

⑶ 農
ふ

山
る

漁
さ

村
と

地域力発掘支援モデル事業
農山漁村に存する有形・無形の様々な地域資源の保
全・活用を通じて活力ある農山漁村を実現しようとす
る取組への支援を行った。
ａ 事業実施主体 地域協議会、民間団体
ｂ 補 助 率 定額
ｃ 予 算 額 1,147,488千円

6 農村における就業・所得機会の創出等

⑴ 農村地域への工業等導入の促進
「農村地域工業等導入促進法」(昭和46年法律第112
号)は、農村地域への工業等導入を積極的かつ計画的
に促進するとともに、農業従事者がその希望及び能力
に従ってその導入される工業等に就業するための措置
を講ずること等により、農業と工業等との均衡ある発
展及び雇用構造の高度化に寄与してきた。
本法に基づき、平成19年3月末現在で755市町村に
おいて8,823社が導入され、約58万人が雇用されてい
る。
こうした工業等導入の実態を把握し、本法の適正か
つ円滑な推進を図るため、「農村地域工業等導入地区
管理基本調査」を実施した。

⑵ 農業就業改善対策
ア 人づくりによる農村活性化支援事業

地域を教材として学び、農村の地場資源発見を行
う教育プログラムの開発により将来的に地域を支え
る人材の育成を支援するとともに、地方へのUJI タ
ーンを希望している都市在勤者等に対し、農村地域
における地域づくりや産業振興を担う人材となるた
めの研修を行うことにより、人間力活用による農村
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活性化を図る取組を実施した。
ａ 事業実施主体 (株)ランドブレイン
ｂ 補 助 率 定額
ｃ 予 算 額 11,497千円
イ 農村コミュニティ再生・活性化支援事業

（うち地域産業との連携の推進）
農山漁村と地域企業との連携や多様な主体の連携

による新たな事業の創出など、農山漁村の地域の資
源と人材を活かした取組の実施に対し支援を行っ
た。（平成20年度実績：54地区）

ａ 事業実施主体 NPO法人、農業協同組合、森林組
合、水産業協同組合、土地改良区、
地方公共団体が出資する団体等

ｂ 補 助 率 1/2以内
ｃ 予 算 額 142,801千円の内数
⑶ 農村活性化人材育成派遣支援事業モデル事業
農村地域における活性化活動への従事を希望する都

市部人材等の活用を主な目的とする人材育成システム
の構築に向け、人材育成や都市と農村をつなぐ能力を
持ったコーディネート機関に対して支援を行い、農村
の自立的な地域活性化を担う人材の育成・確保を安定
的に支える仕組みを作る取組に寄与してきた。
ａ 事業実施主体 NPO法人、観光協会、営利法人、

学校法人、商工会等
ｂ 交 付 率 定額（1/2以内 等）
ｃ 予 算 額 990,000千円

⑷ 日系農業者支援
ア 国際農業連携活性化特別対策事業

我が国及び中南米諸国等の農業者組織間の交流の
活性化を通じて、中南米諸国等の日系農業者の経営
の近代化を支援するとともに、双方の資源、技術、
資金等を活かしたアグリビジネスの創出を支援する
ことにより、我が国の農業活性化及び国際協調の促
進を図るため、全国拓植農業協同組合連合会
（JATAK）に対して135,679千円の補助金を交付し
た。
ア 農業技術開発支援事業

農業技術普及交流センターにおいて、日系農業
者のニーズを踏まえた農業技術開発等を行い、開
発された技術について協力普及員による普及活動
を行うとともに、日系農協や農業試験場等との共
同研究体制の整備を行った。

イ 農業技術普及交流事業
地域リーダーや青年リーダーとなりうる日系農

業者の研修受入れを行うとともに、日本からの専
門家派遣、異業種交流会の開催等を行った。

ウ 農業情報受発信事業
試験研究・技術開発成果や現地の取組事例等に
ついての情報収集及びデータベース化を行い、現
地の状況を踏まえた多様な媒体を活用して日系農
業者等に対して情報発信を行った。
エ 二国間農協連携促進事業

我が国農協とブラジル国日系農協等とのアグリ
ビジネスの創出に向け、有識者による「二国間農
協連携促進事業検討会」を開催し、事業化に向け
た取組方針等について検討するとともに、連携事
業具体化に向け、我が国農協の専門家による現地
調査、輸出入制度調査等を行った。
オ 日伯交流年記念事業

ブラジルへの移住100周年を記念して日伯両国
で行われる「日伯交流年」における記念事業とし
て、日伯両国の関係団体代表者等による「記念式
典」を開催し、環境教育の場等として活用するた
め「日本ブラジル百年の森」の造成を行った。

イ 農業移住者援護事業
(財)地方農業拓植基金協会等と(社)中央農業拓植
基金協会は、農業移住者等の資金調達の円滑化に資
するため、その援助者の金融機関からの借入金につ
いて債務保証を行った。

第2節 農用地の確保と計画的な
土地利用の推進

1 農業振興地域の整備に関する法律

国土資源の合理的利用の観点から土地の農業上の利
用と他の利用との調整に留意しつつ、農業の近代化に
必要な条件を備えた農業振興地域を保全・形成し、当
該農業振興地域について農業に関する施策を計画的に
推進するため「農業振興地域の整備に関する法律」(昭
和44年法律第58号)が昭和44年9月に施行され、農業
振興地域制度が発足した。その後、農業振興地域にお
ける土地の計画的・効率的な利用を一層促進するため
に同法の一部が改正され、昭和50年7月に施行された。
昭和59年には、土地利用型農業の生産性向上を中心
とする構造政策の推進による農業の体質強化と、活力
ある農村地域社会の形成とを同時並行的に推進するた
めに同法の一部が改正され、同年12月に施行された。
平成11年には、農業生産にとって最も基礎的な資源
である農用地を良好な状態で確保する等の観点から同
法の一部が改正され、平成12年3月20日に施行された。
平成17年には農業振興地域整備計画の透明性を一層
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向上させる観点から同法の一部が改正され、同年9月
1日に施行された。
⑴ 農用地等の確保等に関する基本指針の策定
平成11年の改正により、農林水産大臣が農用地等の

確保等に関する基本指針を策定することとなり、農用
地等の確保に関する基本的な方向のほか、農業振興地
域の指定の基準等を内容とする基本指針が平成12年3
月17日に定められた。
また、平成17年3月に閣議決定した「食料・農業・

農村基本計画」を受けて、同年11月15日に同指針の一
部が変更された。

⑵ 農業振興地域整備基本方針の作成
同法が昭和44年9月に施行された後、都道府県にお

いては、直ちに農業振興地域整備基本方針の策定作業
に着手し、昭和45年度までにすべての都道府県におい
て農林水産大臣の承認を受けて「農業振興地域整備基
本方針」が定められた(沖縄県については、昭和47年度
に定められた)。

⑶ 農業振興地域の指定
「農業振興地域整備基本方針」を定めた都道府県が
指定する農業振興地域は、平成20年3月末現在で
2,166地域存在する。農業振興地域の総面積は約1,721
万 ha に達しており、国土面積の約45％を占めている。

⑷ 農業振興地域整備計画の策定
市町村が定める「農業振興地域整備計画」は、平成

20年3月末現在2,165の農業振興地域について策定が
なされている。農用地区域の総面積は、平成19年12月
1日現在約485万 ha に達している。そのうち農地（耕
地）の総面積は約408万 ha である。
⑸ 国の補助事業等の集中実施と税制上の優遇措置
ア 国の補助事業等の集中実施

市町村整備計画の達成を図るため、土地の農業上
の利用条件の改善のための整備及び土地の農業上の
開発整備に関する事業、農業生産の近代化に必要な
施設の整備に関する事業並びに農地の保有合理化に
関する事業については、原則として農用地区域を対
象とし、また農村生活環境の整備に関する事業、農
産物の広域的流通加工施設の整備に関する事業等、
農業振興地域の一体的整備を図るものについては、
農業振興地域を対象として引き続き実施した。

イ 制度上の優遇措置
同法の規定に基づく市町村長の勧告、都道府県知

事の調停又は農業委員会のあっせんにより農地等が
譲渡された場合の譲渡所得の特別控除、特定事業用
資産の買い換え及び交換の特例、不動産取得税の軽
減、農用地区域内の農地についての相続税評価上の

「純農地」としての評価の措置を引き続き講じた。

2 景 観 法

⑴ 法制度及びその趣旨
景観形成のための取組は、これまで、地方自治体に
よる自主条例や地域住民による協定の締結等を中心に
進められてきたが、景観形成のための行為規制等の面
で限界も生じている。
このような状況に対して、我が国の都市、農山漁村
等における良好な景観の形成を促進することを目的と
して、「景観法」（平成16年法律第110号）が制定された。

⑵ 法制度の具体的な内容
本制度を適用しようとする場合、まず、景観行政団
体が、景観計画を定める。さらに、農山村地域におい
ては、景観計画に適合して市町村が景観と調和のとれ
た良好な営農条件を確保する必要がある土地の区域に
ついて景観農業振興地域整備計画を定めることができ
る。同計画は、景観と調和した土地の農業上の利用に
関する事項及び農用地・農業用施設等の整備に関する
事項等をその内容とする。同計画の区域については、
景観と調和のとれた農業的土地利用を誘導するための
市町村長の勧告制度のほか、NPO 法人等も農地の利
用権を取得し管理できるよう、農地法の特例等の措置
が講じられている。

3 農地転用の状況

農地及び採草放牧地の転用面積は、昭和48年をピー
ク（67,720ha）に昭和49、50年に大幅な減少に転じ、
昭和51年以降はほぼ横ばい（3万 ha 前後）で推移し
てきたが、平成13年は農地法第4、5条許可・届出、
農地法第4、5条該当以外及び農業経営基盤強化促進
法該当とも前年を下回り、農地転用面積では初めて2
万 ha を下回った。平成19年には、1万6,182ha（対前
年比95.4％）、採草放牧地では33.4ha となっている。

⑴ 用途別の農地転用面積
農地転用面積の用途別構成をみると、「住宅用地」が

30.8％、「その他の業務用地」が33.0％、「商業・サー
ビス等用地」が11.0％で、これら三者で全体の74.8%
を占める。

⑵ 転用主体別の農地転用面積
農地転用面積を転用主体別にみると、全体では「そ
の他の法人・団体」（41.1％）、「農家以外の個人」
（27.6％）、「農家」（19.0％）でほとんど（計87.7％）
を占めているが、農地法第4、5条該当以外（農業経
営基盤強化促進法該当を除く）では「地方公共団体」
（36.8％）、「農家」（22.0％）、「農家以外の個人」（19.6％）
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となっている。

第3節 農業農村整備事業等の推進

1 概 説

⑴ 農業農村整備事業実施概要
「食料・農業・農村基本法」（平成11年法律第106号）
の基本理念である、食料の安定供給の確保、農業・農
村の多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の
振興の実現を図るため、食料・農業・農村に関する施
策を総合的かつ計画的に推進することが重要である。
このため、平成20年度においては、担い手への農地

利用の面的集積の促進、耕作放棄地解消に向けた取組
の推進、魅力ある農山漁村づくりに向けた地域の創意
工夫の後押し、農地・水等の資源や環境の保全に向け
た取組の推進、安全で安心して暮らせる農村づくりに
重点を置き、計画的かつ効率的に事業を実施している。

⑵ 土地改良長期計画
平成20年度から平成24年度までの5年間を計画期間

とする新たな土地改良長期計画が、平成20年12月26日
に閣議決定された。
新たな土地改良長期計画においては、国民・消費者

の食料・農業・農村に対する要請・期待に応えていく
ため、引き続き国民・消費者に視点を置きつつ、「自給
率向上に向けた食料供給力の強化」、「田園環境の再
生・創造」、「農村協働力の形成」の視点に立って、計
画的かつ総合的に土地改良事業を進めていくこととし
ている。
計画期間内における、政策目標ごとの目指す主な成

果及び事業量は次の通りである。
ア 「自給率向上に向けた食料供給力の強化」の視点
からの政策目標
ア 効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農
地利用集積
ａ 目指す主な成果
・農業生産基盤の整備地区において、意欲と能
力のある経営体への農地の利用集積率を約7
割以上に向上

・このうち面的集積率を約7割以上に向上
・農業生産基盤の整備地区において、新たに農
業生産法人等を約130法人設立

ｂ 事業量
・意欲と能力のある経営体への農地の利用集積
を条件として約7.5万 ha の農地において、区
画整理、農業用用排水施設の整備、営農上必

要な農業用道路の整備等を実施
・約3.7万 ha の畑地において農業用用排水施設
の整備を実施

イ 農業用用排水施設のストックマネジメントによ
る安定的な用水供給機能等の確保
ａ 目指す主な成果

基幹的農業用用排水施設について、適時適切
な更新整備を通じて延べ約290万 ha の農地に
対する安定的な用水供給機能及び排水条件の確
保を図るため、ストックマネジメントを推進
・機能診断済みの施設の割合（再建設費ベース）

約2割（Ｈ19）→約6割（Ｈ24）
ｂ 事業量

約1.5万 kmの農業用用排水路と約1,600箇所
の施設について機能診断を実施

ウ 農用地の確保と有効利用による食料供給力の強
化
ａ 目指す主な成果
・水稲と畑作物の選択的作付を可能とする基盤
整備の実施により対象農地における耕地利用
率を105％以上に向上
・農地、農業用水等の保全・整備により耕作放
棄地の発生の防止を図り優良農地を確保
約120万 ha（Ｈ19）→延べ約205万 ha（Ｈ

24）
・湛水被害等が発生するおそれのある農用地の
延べ面積
約91万 ha（Ｈ19）→約67万 ha（Ｈ24）

ｂ 事業量
・約5.0万 ha の水田において、区画整理や暗き
ょ排水等の整備による水田の汎用化を実施

・約200万 ha の農用地において農地、農業用水
等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活
動により適切な保全管理
・農地防災、農地保全等の各種防災事業を約
3,000地区で総合的に推進

イ 「田園環境の再生・創造」の視点からの政策目標
ア 田園環境の再生・創造と共生・循環を活かした
個性豊かで活力ある農村づくり
ａ 目指す主な成果

個性豊かで活力ある農村づくりに向け、田園
自然環境の創造に着手
・約1,400地域（Ｈ19）→約1,700地域（Ｈ24）
・このうち生物多様性に配慮した生態系のネッ
トワークの保全の推進
約670地域（Ｈ19）→約830地域（Ｈ24）
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・このうち農村地域における良好な景観の保
全・創出
約50地域（Ｈ19）→約80地域（Ｈ24）

個性豊かで活力ある農村づくりに向けた農村
生活環境の向上
・農業集落排水汚泥のリサイクル率

61％（Ｈ19）→70％（Ｈ24）
・汚水処理人口普及率

84％（Ｈ19）→93％（Ｈ24）
・農業集落排水処理人口

約350万人（Ｈ19）→約400万人（Ｈ24）
ｂ 事業量
・農村地域における田園自然環境の創造に向け
た整備を約1,700箇所において実施

・このうち生態系のネットワークの保全に向け
た整備を約740箇所で実施

・このうち農村地域における良好な景観の保
全・創出に向けた整備を約30箇所で実施

・農業集落排水汚泥のリサイクルを約510地区
において新たに実施

・農業集落排水施設の整備を約860地区におい
て実施

・農業生産基盤の整備と併せ、良好な景観や豊
かな自然環境等の地域の特性を活かした個性
豊かで活力ある農村づくりのための整備を約
820地区において実施

イ 減災の観点も重視した農業災害の防止による安
全・安心な地域社会の形成への貢献
ａ 目指す主な成果

活力ある農村の再生に向けた災害リスクの軽
減
・防災情報伝達体制やハザードマップの整備が
なされているため池数
約2,200箇所（Ｈ19）→約3,600箇所（Ｈ24）

ｂ 事業量
老朽化等に伴い災害リスクが高く緊急に対策

を要するため池等の整備を約1,900地区におい
て実施

ウ 「農村協働力の形成」の視点からの政策目標
農村協働力を活かし、集落等の地域共同活動を通

じた農地、農業用水等の適切な保全管理
ａ 目指す主な成果
・農地、農業用水等の保全管理に係る集落等の
協定に基づき地域共同活動を行う地域数及び
参加者数
約1.7万地域（Ｈ19）

→約3.0万地域（Ｈ24）
約130万人・団体（Ｈ19）
→約220万人・団体（Ｈ24）

・農業生産基盤の整備等において、農業者や地
域住民等の多様な主体が工事の施工に直接参
加する直営施工への参加者数
延べ約5.9万人（Ｈ15～Ｈ19）
→延べ約6.5万人（Ｈ20～Ｈ24）

ｂ 事業量
・農地、農業用水等の保全管理に係る約3.0万の
集落等の協定に基づく地域共同活動により、
約200万 ha の農用地において適切な保全管
理を実施
・農業生産基盤の整備等において、多様な主体
が工事の施工に直接参加する直営施工を延べ
約800地区において実施

なお、本計画に基づき各施策を実施するに当たって
は、事業の効率的かつ効果的な実施のため、以下を踏
まえて事業を実施することとしている。
・施策連携の強化
・国と地方公共団体、土地改良区等の役割分担と連携
強化
・地域の特性に応じた整備
・地球環境問題への対応
・情報化の推進、技術の開発
・入札契約の透明性、競争性の拡大
・事業評価の厳正な運用と透明性の確保
・工期管理とコスト構造改善

2 農業生産基盤整備・保全事業

⑴ 基幹農業用用排水施設の整備
ア 事業の種類

基幹農業用用排水施設等の整備を目的とする事業
には、国営かんがい排水事業及び都道府県営かんが
い排水事業があり、国営事業にあっては、受益面積
おおむね3,000ha 以上（畑地帯にあっては、1,000ha
以上）、都道府県営事業にあっては、受益面積おおむ
ね200ha 以上（畑地帯にあっては、100ha 以上）にわ
たる土地の基幹農業用用排水施設の整備を行う。国
営及び都道府県営事業は、さらに、事業の内容、性
格等により予算上区分して実施している。
国営事業の国庫負担率は、農林水産省2/3～70％、
北海道・離島75～85％、沖縄90～95％、奄美90％と
なっている。また、都道府県営事業の国庫負担率は
50～80％となっている。
イ 平成20年度における整備の目標
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新たな長期計画において基幹農業用用排水施設整
備事業については、既存ストックを有効活用すると
ともに、畑地における農業用用排水施設の整備を行
うこと等により安定的な用水供給機能及び排水条件
の確保を図ることとしている。
したがって、平成20年度における事業の実施に当

たっては、基幹農業用用排水施設整備等、本来の趣
旨に従って、引き続き事業効果の早期発現に配慮す
るとともに、地区別の事情を十分に把握し、着実な

推進を図った。
ウ 事業実施の状況

基幹農業用用排水施設の整備は、国営かんがい排
水事業、都道府県営かんがい排水事業及び水資源機
構事業に分かれて実施されている。このうち、国営
及び都道府県営かんがい排水事業の平成20年度事業
実施額は2,328億円で、事業種別の実施額及び地区
数は表1のとおりである。

表1 20年度基幹農業用用排水施設整備の実施状況

事 業 名 実 施 額
（千円）

実 施 地 区 数
⎩――――――――――――――⎨――――――――――――――⎧

農林水産省
⎩――――――⎨――――――⎧

北海道
⎩――――――⎨――――――⎧

沖縄
⎩――――――⎨――――――⎧

継続 うち
完了 着工 全計 計 継続 うち

完了 着工 全計 計 継続 うち
完了 着工 全計 計

国営かんがい排水 （192,956,321)
208,450,321 62 (6) 4 2 68 36 (8) 3 2 41 2 (1) 0 1 3

補助かんがい排水 (39,856,000)
76,165,940 444 (123) 83 － 527 25 (9) 9 － 34 26 (3) 7 － 33

かんがい排水 (32,556,000)
61,541,090 214 (43) 13 － 227 14 (3) 5 － 19 25 (3) 7 － 32

一般型 (30,157,830)
56,744,750 172 (30) 9 － 181 10 (1) 5 － 15 25 (3) 7 － 32

広域農業基盤緊急整備型 (262,500)
525,000 1 (－) － － 1 － (－) － － － － (－) － － －

排水対策特別型 (2,135,670)
4,271,340 41 (13) 4 － 45 4 (2) － － 4 － (－) － － －

基幹水利施設ストックマネジメント (7,300,000)
14,624,850 230 (80) 70 － 300 11 (6) 4 － 15 1 (－) － － 1

（注）1 農林水産省には、離島、奄美を含む。
2 実施額の上段（ ）は国費、下段は事業費。
3 完了地区には、次年度から施設機能監視制度へ移行する地区を含む。
4 「国営かんがい排水」の中には、「国営農業用水再編対策等」を含む。
5 「国営かんがい排水」の実施地区数には、施設機能監視分を含まない。

表2 平成20年度国営かんがい排水事業完了地区及び新規地区

事業名 地帯名 完了地区 新規着工地区 新規全体実施計画
地区

かんがい排水 農林水産省 馬淵川沿岸（一期） 中津山 赤川二期
新安積（二期） 猿ヶ石川
霞ヶ浦用水（二期） 香川用水土器川沿岸
亀田郷
曽於南部（二期）

北海道 空知中央 なかがわ
安平川（一期）
雄武中央（一期）
生田原（二期）
幌進（二期）

沖縄 伊是名 宮古伊良部
直轄明渠排水 北海道 更別
国営造成土地 農林水産省 最上川中流 阿賀野川用水
改良施設整備 北海道 篠津八幡 幌新

鹿追 清里

ア 国営かんがい排水事業
平成20年度における継続地区は農林水産省62地

区、北海道36地区、沖縄2地区計100地区で、これ

らの地区においては平成19年度に引き続いて事業
の推進を図った。そのうち、本州6地区、北海道
8地区、沖縄1地区、計15地区は事業を完了した。
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また、平成20年度においては、新たに本州4地
区、北海道3地区計7地区の新規着工を行った。

イ 都道府県営かんがい排水事業
基幹農業用用排水施設の整備事業として都道府

県営かんがい排水事業を実施している。
農業水利施設の有効活用の観点から、施設の長

寿命化を図るため、施設の機能診断、機能保全計
画の作成、計画に基づく対策工事を一貫して行う
基幹水利施設ストックマネジメント事業を実施し
ている。
平成20年度においては、継続地区567地区の事

業を推進するとともに、このうち137地区を完了
し、また、新たに72地区について着工した。

エ 水資源機構事業
水資源機構事業は、水資源の総合的な開発と利用

の合理化を図るため、「水資源開発促進法」（昭和36
年法律第217号）に基づいて、水資源開発水系に7水
系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及
び筑後川）が指定されている。その各水系毎に水資
源開発基本計画が策定されており、(独)水資源機構
は、「独立行政法人水資源機構法」（平成14年法律第
182号）に基づき、農業用水等の確保などに資する施
設の改築及び管理を一貫して実施している。
建設事業（農業用水関係分）においては、20年度

事業費195億2,347万円（うち当省補助金額86億
3,300万円）をもって、豊川用水二期、印旛沼開発施
設緊急改築、群馬用水施設緊急改築及び両筑平野用
水二期の継続4地区を実施した。
また、管理事業（農業用水関係分）においては、

20年度事業費106億3,332万円（うち当省補助金額23
億4,300万円）をもって、群馬用水、利根導水路、埼
玉合口二期、印旛沼開発、成田用水、北総東部用水、
東総用水、霞ヶ浦用水、木曽川用水、三重用水、香
川用水、両筑平野用水、筑後川下流用水、愛知用水
及び豊川用水の継続15地区の施設の管理を実施し
た。

⑵ 水田地帯の整備
ア 経営体育成基盤整備事業

将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体
を育成し、これらの経営体が農業生産の相当部分を
担う農業構造を確立するため、地域農業の展開方向
及び生産基盤整備の状況等を勘案し、農地の利用集
積や経営体の育成、生産基盤整備の目標等を定めた
基盤整備関連経営体育成等促進計画を策定し、必要
となる生産基盤及び生活環境の整備を経営体の育成
を図りながら一体的に実施するもので、受益面積が

おおむね20ha 以上で、経営体への経営等農用地面
積のシェアの増加及び認定農業者の一定割合以上の
増加が図られることが確実である地区について、国
庫補助率50％(沖縄75％、離島55％、奄美60％)で実
施した。
平成20年度においては、基盤整備を契機として担
い手への農地の面的集積を推進する農地集積加速化
基盤整備事業や、基盤整備により耕作放棄地の解消
等を図る耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業を
創設した。
イ 水田農業振興緊急整備事業

本事業は、水田における麦・大豆等の土地利用型
作物が一定規模以上作付けされる地域を対象に、き
め細かい排水対策と土づくり対策等を機動的・緊急
的に実施するもので、農業用用排水施設・農道・暗
渠排水・客土・区画整理のうち2以上の事業の受益
面積の合計がおおむね20ha 以上で、米の計画的生
産外の面積（生産調整面積）の概ね5割以上、若し
くは裏作の場合は地区の水田面積の3割以上に麦・
大豆等の作付けが確実である地区について、国庫補
助率50％で実施した。
平成20年度における経営体育成基盤整備事業（農
地集積加速化基盤整備事業、耕作放棄地解消・発生
防止基盤整備事業等を含む。）、水田農業振興緊急整
備事業の実施状況は表3のとおりである。

表3 経営体育成基盤整備事業、水田農業振興緊急整備事
業の実施状況

(単位：千円)
地区数 予算額

経営体育成基盤整備事業 860 76,225,000
水田農業振興緊急整備事業 3 92,000

⑶ 基盤整備を契機とした担い手育成対策等
経営体育成促進事業
経営体育成基盤整備事業等のハード事業の完了時ま
でに、事業地区の農用地面積に占める担い手の経営等
農用地面積が、一定以上増加することを要件に、株式
会社日本政策金融公庫等が、土地改良区等に対し農家
負担金の一部について無利子資金の貸付けを実施して
いる。

⑷ 畑地帯の総合整備
我が国の畑地面積は､約213万 ha であり､全耕地面
積の約45％を占めているが、その生産基盤整備は水田
に比べれば遅れている。
一方、我が国の食料消費構造は、高品質化、他品目
化等多様化しており、野菜、果実、家畜物等への需要
が増大している。
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さらに、農作物の自由化に備え畑作経営の安定を図
ることが緊急の課題となっている。
このような情勢に対処し、畑作物の経済的かつ安定

的供給を図るため、畑地帯の生産基礎を整備すること
が緊要である。このため、国営、県営による畑地帯の
かんがい施設の整備、農道の整備、区画整理等の各種
事業を総合的に実施する総合整備事業を積極的に推進
している。
また、平成20年度における実施事業の実績及び地区

数は表4のとおりであり、総額675億円の事業を実施
した。
ア 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)
ア 概説

集落単位を基本とし、農地利用の流動化の促進
の前提条件となるほ場条件の均質化を図る効率的
な基盤整備と担い手の経営安定のための生産環境
整備等を総合的に行うため、平成20年度において
は、新規10地区を採択して事業を推進している。

イ 事業の仕組み
ａ 内 容 農業用用排水施設、農道、区画整理

及びこれらと密接に関連したその他
基盤整備(暗きょ排水、農用地造成､
土層改良､農用地の保全)、営農用水
施設、農業集落環境管理施設、交換
分合、農業経営高度化支援等

ｂ 事業主体 都道府県
ｃ 採択基準 ・受益面積20ha(北海道100ha、離島・

沖縄・奄美10ha）以上
・担い手の経営する農地の利用集積

が一定要件以上図られることが確
実であること。

ｄ 補 助 率 50～75％
イ 畑地帯総合整備事業(担い手支援型)
ア 概説

畑作農業経営の体質強化を目的に、担い手の生
産合理化を図るために必要な生産基盤整備と生産
集落環境整備を一体的に行い、担い手農家の経営
の安定に資する畑地帯整備を総合的に行うもので
あり、平成20年度においては、新規51地区を採択
して事業を推進している。
イ 事業の仕組み
ａ 内 容 農業用用排水施設（単独で行う施設

整備事業を含む）､農道､区画整理及
びこれらと密接に関連したその他基
盤整備（暗きょ排水、土層改良（単
独で行う土層改良事業を含む）、農
用地造成、農用地の保全)､営農用水
施設(単独で行う営農用水事業を含
む)､農業集落環境管理施設、農業集
落道、交換分合等

ｂ 事業主体 都道府県
ｃ 採択基準 ・受益面積30ha（沖縄及び奄美20ha）

以上
・担い手の受益農家戸数に占める割
合又は、担い手の経営面積の受益
面積に占める割合が10％以上

ｄ 補 助 率 都道府県営：50～75％

表4 20年度畑地帯総合整備事業の実施状況

事 業 名 実 施 額
（千円）

実 施 地 区 数
農林水産省

⎩――――――⎨――――――⎧
北海道

⎩――――――⎨――――――⎧
沖縄

⎩――――――⎨――――――⎧
継続 うち

完了 着工 全計 計 継続 うち
完了 着工 全計 計 継続 うち

完了 着工 全計 計

畑地帯総合整備 （35,993,709)

67,531,553 249 (51) 30 － 279 71 (15) 26 － 97 21 (2) 5 － 26

担い手育成型 (17,327,417)

31,865,524 134 (28) 9 － 143 14 (3) － － 14 9 (2) 1 － 10

担い手支援型 (18,584,542)

35,508,529 114 (22) 21 － 135 57 (12) 26 － 83 12 (－) 4 － 16

一 般 型 (81,750)

157,500 1 (1) － － 1 － (－) － － － － (－) － － －

（注）1 農林水産省には、離島、奄美を含む
2 実施額の上段（ ）は国費、下段は事業費

⑸ 国営農用地再編整備事業
国営農用地再編整備事業は、農業の生産性の向上、

農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するこ

とを目的に、農業における基本的な生産手段である農
用地（既耕地）と未墾地を併せた再編整備、農用地の
造成等を行うものである。事業種別の実施状況は表5
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のとおりである。
表5 農用地再編整備事業の実施状況

地区数 実施額（千円）

継続 うち
完了 新規 計 事業費 国費

国営農地再編整備事業 5 (1) 2 7 5,264,625 5,192,625
農林水産省 2 (0) － 2 1,197,977 1,125,977
北海道 3 (1) 2 5 4,066,648 4,066,648

ア 国営農地再編整備事業
広範にわたる地域を対象とした区画整理と開畑の

一体的な実施等の生産基盤整備を通じて、生産性の
向上や地域農業の展開方向に即した農業構造の実
現、農業的土地利用と非農業的土地利用の整序化を
図るとともに、農業の振興を基幹とした総合的な地
域の活性化に資することを目的とする。この事業
は、平場農業地域を対象とする一般型と中山間地域
を対象とする中山間地域型に区分されるが、一般型
については、平成12年度に事業制度を廃止し、経過
措置により事業を実施している。
平成20年度の実施地区数は、継続5地区（農林水

産省2、北海道3）、新規2地区（北海道2）である。
⑹ 国営干拓事業

国営干拓事業は、海面や湖面の公有水面等を陸地化
し農地を創設するもので、入植・増反等により、意欲
ある農家の農業経営の規模拡大、経営の安定化を図る
ことを目的に実施している。

平成20年度におけるは表6のとおりである。

表6 国営干拓事業の実施状況
（単位：千円）

実施地区数 1 国費 7,094,935

⑺ 特定中山間保全等整備事業
ア 旧緑資源機構の経緯等

旧緑資源機構は、平成11年10月に農用地整備公団
の業務を森林開発公団に継承し、緑資源公団と改称
して設立され、平成15年10月に独立行政法人緑資源
機構となったものであり、農林業の振興と森林及び
農用地の有する公益的機能の維持増進に資するた
め、水源林造成事業、緑資源幹線林道事業、農用地
総合整備事業、特定中山間保全整備事業及び海外農
業開発事業等を実施してきた。
旧緑資源機構は、「独立行政法人整理合理化計画」

（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、平成19年度
限りで廃止（「独立行政法人緑資源機構法を廃止す
る法律」（平成20年法律第8号））され、その業務の
一部は、(独)森林総合研究所及び(独)国際農林水産

業研究センターに承継された。
イ 業務内容

旧緑資源機構の廃止に伴い、農業生産基盤整備関
係業務を承継した森林総合研究所が、農用地総合整
備事業及び特定中山間保全整備事業を実施した。
農用地総合整備事業は、農業的土地資源に恵まれ、
農業構造改善の必要があり、外部インパクト等を活
用して生産性の高い農業生産地域を形成することが
可能な地域において、農用地の整備と土地改良施設
の整備を一体として総合的かつ集中的に実施するも
ので（農用地整備面積150ha 以上かつ土地改良施設
整備の受益面積が1,000ha 以上）ある。補助率は、
工種毎に内地40％～2/3（北海道40～80％以内）の補
助率を基礎とする総合補助率である。
特定中山間保全整備事業は、中山間地域の森林と
農用地が混在する地域では、必要な施業が行われて
いない森林や耕作放棄地が増加しており、森林及び
農用地のもつ公益的機能の低下が下流の都市部にも
影響することが懸念されていることから、水源林造
成の指定地域であって、地勢条件が悪く農業の生産
条件が不利な地域において、水源林造成と一体とし
て森林及び農用地の整備を行い、水源かん養をはじ
めとした公益的機能の維持増進を図るものである。
補助率は55％以内（基幹農林道は2/3以内）である。
なお、上記の2事業は、現在実施中の事業区域の
完了をもって廃止することとされている。
ウ 業務の実施状況
ア 農用地総合整備事業

平成20年度の実施区域数は、継続6区域である。
イ 特定中山間保全整備事業

平成20年度の実施区域数は、3区域（継続2区
域、新規着工1区域）である。
なお、平成20年度における実施状況は、表7の

とおりである。
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表7 20年度特定中山間保全等整備事業の実施状況
（単位：千円）

事 業 名 区域数 事業費 国 費
特定中山間保全等整備事業 9 18,200,000 12,547,000
農用地総合整備事業 6 14,600,000 10,054,000
特定中山間保全整備事業 3 3,600,000 2,493,000

⑻ 土地改良調査計画
平成20年度においては，土地改良事業を計画的かつ

円滑に推進するため，国営等地区調査及び地域整備方

向検討調査等を行うとともに，長寿命化に配慮した更
新整備計画や環境・景観配慮のための基本的方針等の
策定を行う広域基盤整備計画調査を実施した。また，
土地改良事業の環境配慮を推進するための新たな調査
計画手法の検討等を実施した。
なお，土地改良調査計画費の詳細については，表8
のとおりであり、平成20年度に国営等地区調査を実施
した地区は表9のとおりである。

表8 20年度土地改良調査計画費
（単位：千円）

事 項 農林水産省 北 海 道 沖 縄
土地改良調査計画費 10,348,265 2,579,678 546,840
（農 地）
農業基盤整備基礎調査費 289,400 22,000 8,600
農業水利ストック有効活用情報整備調査費 60,717 8,300 1,900
広域基盤整備計画調査費 302,700 56,700 －
地域整備方向検討調査費 481,430 310,900 35,000
国営地区調査費 739,200 630,000 53,000
事業計画管理地区調査費 108,552 8,950 5,900
広域農業基盤整備管理調査費 3,615,051 1,415,613 303,929
都道府県営事業地区計画費 28,800 － －
計画技術指針作成調査費 132,187 7,950 5,200
農業水利基本調査費 83,027 6,938 1,573
地下水調査費 81,552 － 50,000
農村整備・活性化基本調査費 66,763 6,800 6,800
農業農村整備事業計画検討調査費 92,000 － －
農業生産基盤整備推進調査費 50,159 7,000 －
地すべり調査費 46,957 8,000 －
農村環境保全調査費 293,348 22,200 1,400
気候変動に伴う農業生産基盤に関する適応策検討調査費 98,000 1,200 800
技術調査費 3,179,216 20,043 72,079
事業実施調査費 500,656 11,837 －
土地改良事業等推進調査費 21,002 34,033 272
土地改良施設管理調査費 25,539 1,214 －
機構事業推進調査費 3,173 － －
補助事業審査指導費 41,336 － 387
土地改良専門技術者育成対策費 7,500 － －

表9 20年度国営等地区調査の実施状況

区 分
農林水産省

⎩―――――⎨―――――⎧
北 海 道

⎩―――――⎨―――――⎧
沖 縄

⎩―――――⎨―――――⎧
継続 新規 計 完了 継続 新規 計 完了 継続 新規 計 完了

かんがい排水地区 9 4 13 2 4 5 9 3 1 － 1 －
かんがい排水 9 4 13 2 3 5 8 2 1 － 1 －
直轄明渠排水 － － － － 1 － 1 1 － － － －

総合農地防災地区 － － － － 1 － 1 － － － － －
農地再編整備地区 － － － － 4 2 6 3 － － － －
《国営地区計》 9 4 13 2 9 7 16 6 1 － 1 －

⑼ 農 道 の 整 備
農道整備事業は、農業の振興を図る地域において農

道網を有機的かつ合理的に整備することにより、農業
の生産性の向上及び農産物流通の合理化を図るととも
に農村地域生活環境の改善に資することを目的に実施

している。
整備された農道は、農地への通作、農業用資機材の
運搬、農産物の処理・加工・貯蔵・流通施設等への集
荷、それらの施設から市場・消費地への輸送などに利
用されている。
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また、農道の整備を契機に農産物直売所などの開設
や都市農村交流などが取り組まれるなど、農道整備は、
農村振興を図るうえで重要な役割を果たしている。
ア 広域営農団地農道整備事業

（広域営農団地農道型）
広域営農団地育成対策の一環として策定された広

域営農団地整備計画に基づく団地内の農道網の基幹
となる農道について、都道府県が事業主体となって
行う農道整備事業である。採択要件は受益面積がお
おむね1,000ha 以上、延長がおおむね10km 以上、
車道幅員がおおむね5ｍ以上である。事業費の50％
（水源地域対策特別措置法及び北海道寒冷地畑作営
農改善資金融通臨時措置法に基づく地域で行うもの
は55％）の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金
を財源としている。なお、離島、振興山村、過疎地
域、半島振興対策実施地域、特定農山村地域または
急傾斜地帯で行うものでは採択要件が緩和されてい
る。

イ 広域営農団地農道整備事業
（アクセス機能強化農道型）

広域営農団地育成対策の一環として、既設の広域
営農団地農道に連絡する農道であって、インターチ
ェンジその他の物流拠点へのアクセスを改善する農
道について、都道府県が事業主体となって行う農道
整備事業である。採択要件は受益面積がおおむね
200ha 以上、延長がおおむね3 km以上、車道幅員
がおおむね5ｍ以上、新たにインターチェンジその
他の物流拠点が整備された地域であることとなって
いる。事業費の50％（「水源地域対策特別措置農法」
及び「北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置
法」に基づく地域で行うものは55％）の国庫補助金、
都道府県費及び地元負担金を財源としている。
なお、離島、振興山村、過疎地域、半島振興対策

実施地域、特定農山村地域または急傾斜地帯で行う
ものは採択要件が緩和されている。

ウ 広域営農団地農道整備事業
（中山間活性化ふれあい支援農道型）

中山間地域の農業振興を図り、道路事業との連携
をもって都市と中山間地域の交流拡大及び中山間地
域の活性化を計画的・効率的に促進する農道につい
て、都道府県が事業主体となって行う農道整備事業
である。採択要件は受益面積がおおむね200ha 以
上、延長がおおむね3 km以上、車道幅員は連携す
る道路事業と調整が図られたものであることとなっ
ている。事業費の50％（水源地域対策特別措置法及
び北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に

基づく地域で行うものは55％）の国庫補助金、都道
府県費及び地元負担金を財源としている。
エ 一般農道整備事業

農道網の基幹となる農道、樹園地等における幹支
線農道などの整備を、都道府県が事業主体となって
行う農道整備事業である。採択要件は受益面積がお
おむね50ha 以上、延長がおおむね1,000ｍ以上、全
幅員がおおむね4.5ｍ以上となっている。事業費の
45％（北海道及び離島50％、奄美群島65％、沖縄80％）
の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金を財源と
している。ただし、山村振興法、過疎地域自立促進
特別措置法、半島振興法に基づき農林水産大臣が指
定した基幹農道の新設または改良を行う事業につい
ては、各法の規定により地元負担金がなく、国庫補
助金と都道府県費を財源としている。
なお、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域、半島
振興対策実施地域、または急傾斜地帯で行うものは
採択要件が緩和されている。事業の実施内容は次の
とおりである。
ア 農道の新設または改良（イ～オ以外）
イ 既設農道の舗装整備
ウ 樹園地、野菜指定産地における畑地帯または田
畑輪換を行う水田地帯等における農道網の一体的
整備
エ 自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の
生産条件が不利な地域等の農業集落を結ぶ農道の
新設または改良
オ 振興山村、過疎地域、または半島振興対策実施
地域において国営農地再編整備事業（中山間地域
型）と一体的に行う農道整備事業

オ 農道保全対策事業
既設の農道について、点検診断を行うとともに機
能保全面からの更新整備や、農道機能強化対策面等
からの整備水準の向上を図るほか、緊急対策を行う
事業である。採択要件は受益面積の合計が50ha 以
上、総事業費が3千万円以上、財源は事業費の45％
（北海道及び離島50％、奄美群島65％、沖縄80％）の
国庫補助金、都道府県費及び地元負担金となってい
る。
カ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

農業用機械にかかる揮発油税の減免措置の身替り
として、都道府県または市町村が事業主体となって
行う農道整備事業である。通称「農免農道」と呼ば
れている。採択要件は受益面積がおおむね50ha 以
上、総事業費が1億円以上、車道幅員がおおむね4
ｍ以上となっている。
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なお、北海道、沖縄県、離島、奄美群島、特別豪
雪地帯、振興山村、過疎地域、水源地域、半島振興
対策実施地域または急傾斜地帯で行うものは採択要
件が緩和されている。
財源は事業費の50％（北海道及び離島55％、奄美

群島75％、沖縄85％）の国庫補助金、都道府県費及
び地元負担金となっている。
平成20年度における農道整備事業の実施状況は表
10のとおりである。

表10 平成20年度農道整備事業の実施状況
（単位：千円）

事 業 区 分 地区数 国費額
広域営農団地農道整備事業 121 12,122,000
一 般 農 道 整 備 事 業 163 5,666,000
農 免 農 道 整 備 事 業 198 11,576,000

⑽ 農地防災事業等
農地防災事業は、農用地および農業用施設における

自然災害の発生を未然に防止し、又は農業用用排水の
汚濁や農用地の土壌汚染を防止し、もしくは地盤沈下
等により低下した農用地・農業用施設の機能回復を図
ること等により農業生産の維持および農業経営の安定
を図り、併せて国土及び環境の保全に資することを目
的に実施する事業であり、「土地改良法」（昭和24年法
律第195号）、「地すべり等防止法」（昭和33年法律第30
号）等に基づいて計画的に行われている。予算科目は

以下のとおりである。
（項）農地等保全管理事業費
（目）国営総合農地防災事業費
（目）直轄地すべり対策事業費
（目）農地防災事業費補助（防災ダム、ため池等整

備、湛水防除事業費補助）
（目）農地保全事業費補助（地すべり対策、農地保

全整備事業費補助）
（目）農村環境保全対策事業費補助（水質保全対策、

公害防除特別土地改良、地盤沈下対策、総合
農地防災事業費補助）

（項）農村整備事業費
（目）中山間総合整備事業費補助（中山間地域総合

農地防災事業費補助）
（項）農業施設災害関連事業費
（目）鉱毒対策事業費補助
平成20年度には、農村地域における大規模かつ広域
的な洪水被害を未然に防止するため、ため池群の洪水
調節機能の強化を支援する「広域防災ため池等整備モ
デル事業」、大規模災害から農村住民の生命、財産およ
び生活を未然に守るとともに、特に甚大な被害を受け
た農村地域について再び災害が起こることを防止し、
コミュニティの回復を支援するための対策を実施する
「農村災害対策整備事業」を新たに創設した。
平成20年度における各事業の実施状況は、表11のと

おりである。

表11 20年度農地防災事業等の実施状況

区 分
実 施 額

⎩―――――⎨―――――⎧
地 区 数

⎩―――――――――――⎨―――――――――――⎧
事 業 費
(千円)

国 費
(千円)

継 続 新 規 全 計 計 完 了

国 営 総 合 農 地 防 災 事 業 38,305,928 33,840,928 20 2 1 23 4
直 轄 地 す べ り 対 策 事 業 1,395,085 1,395,085 2 0 0 2 0
農 地 防 災 事 業
防 災 ダ ム 事 業 4,099,721 2,219,358 33 7 0 40 12
た め 池 等 整 備 事 業 40,263,511 21,139,215 578 224 0 802 237
湛 水 防 除 事 業 26,549,863 13,824,212 152 27 0 179 31
農 地 保 全 事 業
地 す べ り 対 策 事 業 12,414,214 6,186,540 204 41 0 245 47
農 地 保 全 整 備 事 業 6,703,836 4,062,000 64 17 0 81 19
農 村 環 境 保 全 事 業
水 質 保 全 対 策 事 業 3,909,807 2,542,000 30 5 0 35 2
公害防除特別土地改良事業 3,140,246 1,609,000 15 24 0 39 16
地 盤 沈 下 対 策 事 業 5,938,425 3,205,364 29 0 0 29 7
総 合 農 地 防 災 事 業 3,614,271 1,932,000 20 8 0 28 3

中 山 間 総 合 整 備 事 業
中山間地域総合農地防災事業 2,948,333 1,623,700 42 12 0 54 11
農 業 用 施設災害関連事業
鉱 毒 対 策 事 業 0 0 0 0 0 0 0

計 149,283,240 93,579,402 1,189 367 1 1,557 389
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⑾ 土地改良施設の管理
土地改良事業によって造成された農業水利施設は、

農業生産を支える基本的施設であるとともに、生態系
や景観の形成などの多面的機能を発揮する重要な社会
共通資本である。
今日、これらの農業水利施設は、ダムなどの基幹施

設から末端の農業用用排水施設に至るまで膨大なスト
ックを形成していることから、効率的な更新整備や保
全管理を充実していくことが重要な課題となってい
る。
ア 国営造成施設管理事業等
ア 直轄管理事業

国営造成施設のうち、特定の施設について国が
行う管理事業であり、平成20年度は5地区で実施
した。

イ 広域農業水利施設総合管理事業
同一水系において複数の国営造成施設を国が一

元的に管理する事業であり、平成20年度は1地区
で実施した。

ウ 国営造成施設水利管理事業
国営造成施設等に係る水利権の更新協議に必要

な資料の作成等を行う事業であり、平成20年度は
32地区で実施した。

エ 国営造成水利施設保全対策指導事業
国営事業により造成された基幹的施設を対象

に、機能診断及び予防保全基本計画の策定を国が
行う事業であり、平成20年度は783施設で実施し
た。

オ 国営造成水利施設保全対策推進事業
施設の保全に係る権利の設定及び更新を国が行

う事業であり、平成20年度は5地区で実施した。
カ ストックマネジメント技術高度化事業

ライフサイクルコストを効率的に低減させるた
め、現場条件に応じた診断技術及び対策工法の適
用性の検証を通じてストックマネジメント技術の
高度化を図る事業であり、平成20年度は24事務所
で実施した。

キ 国営造成施設県管理補助事業
国営造成施設で，都道府県が管理しているダム、

頭首工、排水機場及び防潮水門のうち、一定の施
設について国が助成する事業であり、平成20年度
は29地区で実施した。

ク 基幹水利施設管理事業
市町村等が土地改良区と連携を図りつつ、公

共・公益性の高い基幹的な国営造成施設の管理強
化を行う事業であり、平成20年度は270地区で実

施した。
イ 土地改良施設技術管理事業等
ア 国営造成施設管理体制整備促進事業

国営造成施設の予定管理者である土地改良区等
に対して操作技術の習熟を図る操作体制整備と、
国営造成施設等を管理する土地改良区等の管理体
制整備を行う事業であり、平成20年度は258地区
で実施した。
イ 土地改良施設安全管理推進事業

土地改良施設の安全管理に係る啓発・指導を行
う事業であり、全土連が実施した。
ウ 基幹水利施設管理技術者育成支援事業

安全性の向上や技術的進展に的確に対応した管
理技術の向上を図るため、指導・援助及び研修等
を実施する事業であり、平成20年度は27地区で実
施した。
エ 新農業水利システム保全対策事業

農業構造改革と多様な水田営農を進めるため、
農業水利施設における水利用の効率化、施設管理
の省力化を実現する「農業水利システム保全計画」
と「管理省力化施設整備事業」等を併せて行うも
のであり、平成20年度は493地区で実施した。
オ 農業用水水源地域保全整備事業

貯水池など農業用水の水源地域において、良質
な農業用水の安定的な供給のために、森林の整備
等を行う事業であり、平成20年度においては、43
道府県について実施した。
カ 農業用水水源地域保全対策事業

貯水池など農業用水の水源地域において、森林
整備等を行うための調査及び、水源地域を取り巻
く現状や課題について理解を深め農業用水の有効
利用を図る活動を推進する事業であり、平成20年
度には101地区で実施した。

実施状況（20年度）
予算額（千円)

直轄管理事業 1,249,539
広域農業水利施設総合管理事業 881,998
国営造成水利施設保全対策指導事業 2,467,692
国営造成水利施設保全対策推進事業 26,950
ストックマネジメント技術高度化事業 1,987,541
国営造成施設県管理補助事業 1,141,000
基幹水利施設管理事業 1,560,450
国営造成施設管理体制整備促進事業 2,519,000
土地改良施設安全管理推進事業 20,000
基幹水利施設管理技術者育成支援事業 215,000
新農業水利システム保全対策事業 3,987,000
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農業用水水源地域保全整備事業 5,000,000
農業用水水源地域保全対策事業 1,000,000

3 農村整備事業

⑴ 農村総合整備事業
ア 地域開発関連整備
ア 土地利用秩序形成型

本事業は、優良農用地の確保と土地利用秩序の
形成等により、農業を含めた地域の開発・振興を
図るため、土地利用調整計画に従い、非農業的土
地利用と調整を図りつつ、ほ場整備を実施するこ
とにより、優良農用地の確保と非農用地の創設を
行うものである。

イ 地域整備関連促進型
本事業は、地域の活性化に資すると認められる

構想と連携を図りつつ、農業生産基盤及び農村地
域の生活環境基盤の整備を総合的に実施すること
により、これらの構想等の円滑な推進と農業の生
産性の向上を図るものである。
上記ア、イを合わせた、地域開発関連整備の平

成20年度の実施状況を以下に示す。
実施地区数 8 国費 313百万円

⑵ 農村振興総合整備事業
ア 農村振興総合整備事業

本事業は、都道府県単位の広域的な視点での地域
特性等を踏まえた農村整備を推進するため、それぞ
れの農村振興のテーマに沿って、地域住民の参加の
もと、関係府省との連携を図りつつ、地域の多様な
ニーズに応じた農業生産基盤と農村生活環境の整備
を総合的に実施するものである。平成20年度の実施
状況を以下に示す。

実施地区数 66 国費 6,148百万円
イ 村づくり交付金

本交付金は、農業生産基盤と農村生活環境の総合
的な整備を実施し、農業生産性の向上を図りつつ、
快適な生活環境と定住条件が確保された個性的で魅
力ある村づくりを実施するものである。平成20年度
の実施状況を以下に示す。

新規採択地区数 24 国費 25,674百万円
⑶ 田園整備事業

ア 田園空間整備事業
本事業は、農村の有する豊かな自然、伝統、文化

等多面的機能を再評価し、農村地域の活性化に資す
る各種公共公益施設用地の整備と伝統的農業施設及
び美しい農村景観等の保全・復元に配慮した整備等

を総合的に行い、魅力ある田園空間づくりによる都
市との共生の推進に資するものである。平成20年度
の実施状況を以下に示す。

実施地区数 13 国費 958百万円
イ 田園交流基盤整備事業

田園空間整備事業と併せて、農村の活性化に資す
る集落間の連絡に必要な農業集落道等の交流基盤の
整備を行うものである。平成20年度の実施状況を以
下に示す。

実施地区数 5 国費 587百万円
⑷ 地域用水環境整備事業

農業用水は、農業生産のための機能のほかに、生活、
防火、消流雪、水質浄化用水、景観・生態系の保全な
ど多面的な機能（地域用水機能）を有している。この
ような地域用水機能は、国民の価値観の変化や農村地
域における混住化等の進展の中で、地域住民への憩い
と安らぎの空間の提供等、その一層の発揮が求められ
てきている。
本事業は、農業水利施設の適切な維持管理を確保し
つつ、地域住民のニーズに即して地域用水機能を適切
に発揮させていくための以下の整備を行うものであ
る。
ア 地域用水環境整備事業

農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地
域用水機能の維持・増進を図るための施設の整備を
実施。なお、市町村等が行う場合は、統合補助事業
として実施するものである。平成20年度の実施状況
を以下に示す。

実施地区数 73 国費 2,056百万円
新規採択地区数 6

新規採択総事業費 849百万円
イ 歴史的施設保全事業

文化財としての価値を有する農業水利施設等の土
地改良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつ
つ、施設の補修等を実施するものである。平成20年
度の実施状況を以下に示す。

実施地区数 2 国費 13百万円
新規採択地区数 1

新規採択総事業費 105百万円
⑸ 農業集落排水事業

近年の農村社会における混住化の進展、生活水準の
向上等により、農業用用排水の水質汚濁が進行し、農
作物の生育障害、土地改良施設の維持管理費の増大等
の問題が生じている。これを受け、農業用用排水の水
質保全、農業用用排水施設の機能維持及び農村生活環
境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与
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するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚
水、汚泥又は雨水を処理する施設を整備し、生産性の
高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資するこ
とを目的として、昭和58年度から農業集落排水事業が
発足した。
平成18年度には、新規整備の対象地域を沖縄県や離

島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、水質汚濁防
止法、湖沼水質保全特別措置法、有明海及び八代海を
再生するための特別措置に関する法律及び瀬戸内海環
境保全特別措置法に基づく指定地域に限定し、それ以
外の地域は市町村の自主性と裁量性の拡大を目指し
て、村づくり交付金で実施することとした。
国庫補助率は50％（内地、北海道、離島）、60％（奄

美）及び75％（沖縄）であり、平成20年度の実施状況
を以下に示す。

新規採択地区数 67 国費 16,230百万円
⑹ 中山間地域総合整備事業等

自然的、経済的、社会的条件に恵まれない中山間地
域に対して、農業農村の活性化を図るとともに、併せ
て地域における定住の促進、国土・環境保全等に資す
るために、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の
展開方向を探り、農業生産基盤と農村生活環境基盤等
の整備を総合的に行うものである。
事業対象地域は、過疎地域自立促進特別措置法、山

村振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法に
よる指定を受けた市町村または準ずる市町村。
国庫補助率は、55％（北海道55％、離島60％、沖縄

75％、奄美70％）で都道府県営事業、市町村営事業と
も同じである。平成20年度の実施状況を以下に示す。
・中山間地域総合整備事業

実施地区数339地区 国費 32,685百万円
・農地環境整備事業

実施地区数24地区 国費 1,193百万円

4 海 岸 事 業

海岸法(昭和31年法律第101号)に基づく、海岸保全

施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水又
は地盤の変動による被害から農地を保全するため、堤
防、突堤、護岸等の海岸保全施設の新設、改良等を実
施した。また、海岸環境整備事業により国土保全との
調和を図りつつ海岸環境の整備を実施するほか、津
波・高潮危機管理対策緊急事業により、既存の海岸保
全施設の緊急的な防災機能確保のための整備を実施し
た。平成20年度における海岸保全事業の実施状況は表
12のとおりである。

5 災害復旧事業

⑴ 概 況
我が国は、気象的、地理的環境から災害が発生しや
すく、毎年頻発する台風、集中豪雨、地震、高潮など
の災害によって農地の流失、埋没、あるいは河川の堤
防、ため池、頭首工などの決壊により農作物などに莫
大な損害を受け、また道路、橋梁の流失によって交通
が途絶するなど、その被害は単に農地、農業用施設の
みにとどまらず国民経済の全般に及び、これらによる
有形無形の損失は、計り知れないものがある。
農地及び農業用施設の災害復旧事業は「農林水産業
施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法
律」（昭和25年法律第169号）、農地保全に係る海岸、海
岸保全施設及び地すべり防止施設の災害復旧事業は
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」（昭和26年
法律第97号）に基づいて行われ、特に激甚な災害につ
いては「激甚災害に対処するための特別の財政援助等
に関する法律」（昭和37年法律第150号）が適用され地
元負担額を軽減するなどの特別の助成措置が行われる
ことになっている。また、国営で施行中の事業等が災
害を受けた場合の災害復旧事業は、「土地改良法」（昭
和24年法律第195号）第88条に基づいて行われること
になっている。
災害復旧事業は、その性質上他の公共事業と比べ、
特に迅速な措置が要求されるため緊急に復旧対策を計
画し実施しなければならないことから早期に査定を行
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表12 平成20年度海岸保全事業の実施状況

区 分
実 施 額

⎩―――――⎨―――――⎧
地 区 数

⎩―――――――――――⎨―――――――――――⎧
事 業 費
(千円)

国 費
(千円)

継 続 新 規 計 完 了

直轄海岸保全施設整備事業 3,700,000 3,700,000 3 0 3 0
海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 8,605,650 4,598,900 92 5 97 11
海 岸 環 境 整 備 事 業 552,000 184,000 8 0 8 2
津波・高潮危機管理対策緊急事業 550,000 275,000 － － － －

計 13,407,650 8,757,900 103 5 108 13



い、事業に必要な経費が不足した場合は補正予算等に
より措置されている。

⑵ 新 規 災 害
平成20年に発生した農地、農業用施設及び農地保全

に係る海岸、海岸保全施設、地すべり防止施設の被害
額は表13のとおりである。

表13 平成20年災被害額

区 分 箇所数 被害額(千円)
直 轄 3 24,970,000
農 地 6,550 7,371,845
農 業 用 施 設 6,520 16,464,263
海 岸 保 全 施 設 等 10 96,000

計 13,083 48,902,108

このうち、局地的に激甚であった災害については、
市町村を単位として政令で激甚災害が指定され、特別
の助成措置を行った。
なお、平成20年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥

州市等の区域に係る災害及び平成20年7月27日から同
月29日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県
金沢市の区域に係る災害については早期に局地激甚災
害として指定された。
新規発生災害の平成20年度における事業の実施状況

は、表14のとおりである。

表14 平成20年度新規発生災害の事業実施状況

区 分 事業費(千円) 国費(千円)
直 轄 5,504,820 5,504,820
農 地 2,011,298 1,711,615
農 業 用 施 設 4,942,099 4,571,442
海 岸 保 全 施 設 等 40,214 26,823

計 12,498,431 11,814,700
農 業 用 施 設 関 連 0 0
農地災害関連区画整備 0 0
海 岸 保 全 施 設 等 関 連 0 0
災害関連農村生活環境施設 26,904 13,452
災害関連緊急地すべり 0 0

計 26,904 13,452
合 計 12,525,335 11,828,152

⑶ 過 年 災 害
平成19年までに発生した災害に係る農地等の災害復

旧事業及び災害関連事業のうち平成19年度に完了しな
かったものの、平成20年度における事業の実施状況は、
表15のとおりである。

表15 平成20年度過年災害の事業実施状況

区 分 事業費(千円) 国 費(千円)
直 轄

19年災 41,758 41,758
農 地

18年災 112,163 101,395
19年災 1,531,396 1,387,445

農 業 用 施 設
18年災 503,159 478,001
19年災 3,789,431 3,558,276

海 岸 保 全 施 設 等
18年災 67,847 47,493
19年災 72,736 51,833

農 業 用 施 設 関 連
18年災 12,437 10,758
19年災 2,983 2,580

海 岸 保 全 施 設 等 関 連
18年災 122,216 61,108

災害関連農村生活環境
19年災 606,204 467,383

計 6,862,330 6,208,030

6 その他の事業

⑴ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
本交付金は、「農山漁村活性化のための定住等及び

地域間交流の促進に関する法律」（平成19年5月16日
法第48号）に基づき実施される交付金である。
定住や地域間交流を促進することによって農山漁村
地域の活性化を図るため、地方自治体が地域の自主性
と創意工夫による計画を作成し、国はその実現に必要
な施設整備を中心とした総合的取組を交付金により支
援する。
支援対象については、以下の通りである。
① 定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るため
の生産基盤及び施設の整備に関する事業
② 定住等を促進するための集落における排水処理施
設その他の生活環境施設の整備に関する事業
③ 農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流
の拠点となる施設の整備に関する事業
④ その他農林水産省令で定める事業
⑤ ①から④の事業と一体となってその効果を増大さ
せるために必要な事業又は事務
事業実施主体：都道府県、市町村、地方公共団体等

が出資する法人、土地改良区、農業
協同組合、水産業協同組合、森林組
合、農林漁業者等の組織する団体、
PFI 事業者、NPO法人 等

交 付 率：定額（1/2､5.5/10、4.5/10、4/10、
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1/3以内 等）
予 算 額：33,463百万円の内数

⑵ 地域バイオマス利活用交付金
地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地

域でエネルギー、工業原料、材料、製品へ変換し、可
能な限り循環利用する総合的利活用システムを構築す
るため、バイオマスタウン構想の策定、バイオマスの
変換・利用施設等の一体的な整備等、バイオマスタウ
ンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な
取組を本事業によって支援した。

平成20年度予算額 11,129百万円の内数
⑶ バイオ燃料地域利用モデル実証事業

我が国における国産バイオ燃料の実用化の可能性を
示すため、輸送用の石油燃料に代替又は混合可能な燃
料として導入が見込まれるバイオエタノール及びバイ
オディーゼル燃料を対象に、原料の調達から燃料の供
給まで、地域の関係者が一体となった取組を本事業に
よって支援した。

平成20年度予算額 2,138百万円
⑷ ソフトセルロース利活用技術確立事業

農村の地域資源である稲わら等のソフトセルロース
系原料を利活用して、効率よくバイオ燃料を製造する
技術を確立することを目的とし、ソフトセルロース系
原料の収集運搬、バイオ燃料の製造及び利用に係る一
体的な取組を本事業によって支援した。

平成20年度予算 1,565百万円
⑸ 広域連携等バイオマス利活用推進事業

食品事業者等が都道府県の行政界を越えて行う広域
的な食品廃棄物等バイオマスの利活用の取組につい
て、広域的なバイオマス利活用システムの構築、並び
にバイオマスプラスチックのリサイクルシステムや国
産原材料由来のバイオマスプラスチックの定着のた
め、食品事業者等が行う啓発普及活動、実証試験を本
事業によって支援した。

平成20年度予算額 221百万円
⑹ バイオマスタウン形成促進支援調査事業

本事業によって、バイオマスタウンの早期実現に向
け、地域のバイオマス利活用施設整備を推進する上で
必要な技術情報の整備、経済的な新しい利活用システ
ムの開発及び地域の人材育成などの技術的支援を強化
することにより、全国展開の促進を図った。

平成20年度予算額 260百万円

第4節 土地改良制度等

1 土地改良制度

⑴ 土地改良団体の運営等
ア 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団
体連合会の設立状況等
ア 設立等

平成20年度末における土地改良区及び土地改良
区連合の地区数等は表16のとおりである。

表16 土地改良区等の地区数・面積
土地改良区 同連合 計

前 年 度 地 区 数 5,474 80 5,554
本年度設立地区数 46 0 46
本年度解散地区数 264 1 265
現 在 地 区 数 5,256 79 5,335
の べ 面 積（ha） 2,733,630 296,643 3,030,273

また、土地改良事業団体連合会は48団体（全国
を含む）である。
イ 検査
「土地改良法」（昭和24年法律第195号）第132条
に基づき、土地改良区及び土地改良区連合並びに
土地改良事業団体連合会の検査を実施している。
毎年度の検査は、年度当初に土地改良区等の業
務運営の状況及び財務の規模等を勘案して検査計
画を作成し、実施している。

イ 水土保全強化対策事業
農村地域の都市化・混住化の進展や農業者の高齢
化・後継者不足等に伴う集落機能の低下を起因とし
た土地改良施設管理の困難化の進展、農業構造改革
の加速化・米政策改革に伴う担い手の育成と合理的
な水管理・土地利用調整による農用地の利用集積の
推進、土地改良事業の実施に関する地元調整課題の
増加等、土地改良区には諸課題への的確な対応が求
められている。
このような実情にかんがみ、次の事業を行った。
ア 土地改良施設管理指導事業

全国土地改良事業団体連合会及び都道府県土地
改良事業団体連合会が、土地改良施設の円滑な管
理を図るために行う、土地改良施設の診断・管理
指導及び土地改良区等と地域住民等が連携した施
設管理に関する事業。
イ 土地改良換地等促進事業

全国土地改良事業団体連合会及び都道府県土地
改良事業団体連合会が、換地事務の円滑な推進を
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図るために行う、土地改良換地士等の技術強化の
ための研修及び換地事務指導並びに農用地の利用
集積の技術的指導等。また、全国農業会議所、都
道府県農業会議及び都道府県土地改良事業団体連
合会が、交換分合による農用地集団化の推進を図
るために行う、交換分合に関する啓発普及、技術
指導等。

ウ 土地改良相談等事業
都道府県土地改良事業団体連合会が、土地改良

区等の土地改良事業の事業主体に対して行う、土
地改良事業に関する苦情・紛争等についての調停
並びに非補助土地改良事業の推進に関する助言及
び指導。また、全国土地改良事業団体連合会及び
都道府県土地改良事業団体連合会が、換地に関す
る異議紛争について、早期解決及び未然防止を図
るために行う助言及び指導。
なお、平成20年度は、5億4,960万円を計上し、上

記ア～ウの各事業に対し助成を行った。
ウ 土地改良施設維持管理適正化事業

近年、土地改良事業の実施に伴い、土地改良施設
の整備が急速に進展し、造成された施設も大幅に増
加してきており、その整備補修が極めて重要な課題
となっている。土地改良施設の整備補修は、本来、
土地改良区等土地改良施設の管理者自らが行うべき
であるが、近年における農村環境等の大きな変化に
即応した対策が必ずしも円滑に行われていないのが
現状である。
このような実情にかんがみ、全国土地改良事業団

体連合会に土地改良区等による施設整備補修のため
の資金を造成し、この資金を利用して土地改良施設
の定期的整備補修を行う「土地改良施設維持管理適
正化事業」を実施し、土地改良区等土地改良施設管
理者の管理意識の昂揚と、土地改良施設の機能の維
持と耐用年数の確保に努めている。
また、生産調整に伴う地域営農の変化に対応した

用排水の管理の改善合理化を図るため、当該地域の
土地改良区が管理する施設についての整備改善計画
を策定し、その計画に定められた「施設改善対策事
業」を実施した。
なお、平成20年度の実施状況は、表17のとおりで
ある。

表17 土地改良施設維持管理適正化事業の実施状況

（単位：千円）
平成19年度 平成20年度

年 間 総 事 業 費 11,663,654 11,176,246
国 庫 補 助 額 3,568,748 3,352,872

エ 土地改良区組織運営基盤強化対策
土地改良区は、土地改良事業の実施や当該事業で
造成された施設の管理等、土地改良事業を推進する
中核的な団体であり、今後、農村地域の環境との調
和に配慮しつつ、合理的な水・土地利用の調整とき
め細かい水管理の必要性等を踏まえ、より適切かつ
効率的な施設管理を行っていくことが期待されてい
る。
しかしながら、近年、農業者の高齢化や農産物価
格の低迷など厳しい農業情勢等の中で、土地改良区
は零細・小規模で財政基盤が脆弱化し、その役割を
十分に果たせなくなってきている事態が生じてい
る。
このような実情にかんがみ、次の事業を行った。
ア 土地改良区等が土地改良施設の効率的・適正な
維持管理、土地利用調整、農業の多面的機能の発
揮への関与等による地域社会への貢献等に総合的
に対応するために必要な基本計画を策定する事業
運営改革基本計画策定事業
イ 公募団体及び都道府県土地改良事業団体連合会
に、広域的な統合整備や米政策改革を踏まえた土
地利用調整を推進するための指導体制を整備する
土地改良区組織運営基盤強化推進事業
ウ 都道府県が策定している統合整備基本計画等に
即して行う土地改良区の合併又は合同事務所の設
置や、土地改良施設の維持管理体制の再編整備を
行う統合再編整備事業
エ 国営土地改良事業の受益地域を地区とする土地
改良区で組織運営基盤を強化する必要のあるもの
について指導を行う国営関連土地改良区整備強化
対策事業
オ 都市化・混住化や管理施設の高度化・複雑化等
により農業用用排水路等の維持管理に著しい支障
が生じている土地改良区が、
① 土地改良法第56条第2項に基づく市町村等協
議を実施するため、管理に要する費用の分担計
画の策定等
② 地域住民の参画を得て行う地域環境の維持・
創造に資する活動の実施及び管理作業へ地域住
民が参画するための協定書の策定等
③ 集落管理組織の機能が低下している土地改良
区が効率的な水管理システムを構築するための
農業用水管理系統再編計画の策定等
を行う農業用用排水路等管理組織整備推進事業
なお、平成20年度は、2億2,550万円を計上し、上
記ア～オの各事業に対し助成を行った。
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⑵ 農用地等集団化
ア 換地処分の事前調整及び交換分合の実施

分散した農用地の集団化を図り、土地条件を整備
することは農業の生産性の向上と農業構造の改善を
図る上で極めて重要であるため、土地改良法に基づ
く区画整理等に伴う換地処分の事前調整及び農業委
員会等が行う交換分合に対して助成を行った。

イ 交換分合附帯農道等整備の実施
交換分合の推進を図るため、交換分合の対象とな

る農用地の条件を均等化し、大型機械の導入による
労働力の節減など集団化の効果を一層向上させるた
め、交換分合と一体の計画の下で実施する農道等の
整備に対して助成を行った。

ウ 平成20年度助成額
平成20年度には、30,545百万円の内数（農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金）を計上して上記ア、
イを行った。

⑶ 土地改良財産の管理及び処分
国営土地改良事業で造成した施設等(土地改良財

産)については、土地改良法第94条の規定により農林
水産大臣がこれを管理し処分することとなっている。
この場合において、その管理は原則として土地改良区
等に委託することとしており、20年度末までに土地改
良財産を管理委託した実績は、表18のとおりである。

表18 管理委託実績（20年度末）

国営土地改良事業完了
地区数 1,118地区
管理委託済施設数
ダム、頭首工、揚水機場等 1,366施設
水路、道路 16,819㎞

⑷ 融 資 関 係
ア 農業基盤整備資金（耕地）

本資金は、農業の生産力の増大及び生産性の向上
を図るための農業生産基盤の整備や農村環境基盤の
整備を図るための長期・低利の資金である。
株式会社日本政策金融公庫の貸付実績額は、表19

のとおりである。
また、沖縄振興開発金融公庫の貸付実績額は補助

残資金1,470万円で前年比97.0％、非補助資金は融
資実績なしで、合計1,470万円で前年比97.0％となっ
た。

表19 20年度貸付実績額

(単位：百万円、％)
20年度貸付 19年度貸付 Ａ/Ｂ
実績額Ａ 実績額Ｂ

農業基盤整備資金
（耕 地） 9,644 13,210 73.0
補 助 7,082 9,839 72.0
県 営 5,803 7,816 74.2
団 体 営 1,279 2,023 63.2

非 補 助 2,562 3,371 76.0
一 般 2,562 3,371 76.0
利 子 軽 減 0 0 0

担い手育成農地集
積資金 7,668 8,679 88.4
合 計 17,312 21,889 79.1
(注) 株式会社日本政策金融公庫「業務統計」による。

イ 担い手育成農地集積資金
本資金は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者
等に対し農用地の利用集積が図られる特定の土地改
良事業の実施に必要な費用の一部を土地改良区等に
無利子で貸し付ける資金であり、平成5年度に創設
された。
株式会社日本政策金融公庫の貸付実績額は、表19

のとおりである。
また、沖縄振興開発金融公庫の貸付実績額は914
万円で前年比53.1％であった。

⑸ 土地改良負担金総合償還対策事業
本事業は、財団法人全国土地改良資金協会に、国の
助成により平成2年度から6年度までの5年間に
1,000億円、また、UR対策として平成7年度から12年
度までの6年間に新たに1,000億円の合計2,000億円の
土地改良負担金対策資金を造成し、この資金の活用に
より負担金の償還が困難な地区に対し、次の事業を行
うものである。
ア 土地改良負担金償還平準化事業

本事業は、一定の要件を満たす地区において、負
担金の水準が一定以上の期間について、その一定額
（平準化目標額）を超える部分を土地改良区等が融
資機関から資金を借り入れて後年に繰り延べること
により償還の平準化を図る場合に、借入利率が無利
子となるよう利子補給するものである。
平成20年度末現在で、814地区認定している。

イ 担い手育成支援事業
本事業は、一定の要件を満たす担い手への農用地
利用集積に積極的に取り組む地区に対して、負担金
の水準が一定以上の期間について、負担金の償還利
率が2.0％を超える利子相当額を土地改良区等に対
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し助成するものである。
平成20年度末現在で、1,691地区認定している。

ウ 土地改良負担金償還円滑化事業
本事業は、昭和63年度に創設された土地改良事業

償還円滑化特別対策事業を継続したものであり、土
地改良区が農協等の資金（円滑化資金）を借り入れ、
これを土地改良事業等の償還金に充てることにより
償還の円滑化を図った場合に、当該借入金に係る金
利の一部について利子補給を行うものである。
平成20年度末現在で、27地区認定している。

エ 特別型国営事業計画償還助成事業
本事業は、農家等の負担分について財投資金を借

り入れている特別型の国営土地改良事業地区等のう
ち、負担金の円滑な償還が困難となっている地区を
対象に、償還時における利息の一部の助成を行うも
のである。
平成20年度末現在で、61地区認定している。

オ 平成5年度及び平成15年度冷災害被災地域土地改
良負担金償還円滑化特別事業
本事業は、平成5年度及び平成15年度の低温等に

よる被害の甚大さにかんがみ、大規模な被害を受け
た農業者を多数抱え、負担金の償還が困難となって
いる土地改良区等を対象として、平成5年度及び平
成15年度の特例的に措置されたものである。
このうち、特別利子補給事業については、土地改

良区等が災害当年の償還金を農協等から借り換えて
繰延べ返済するのに要する借換資金の利子の金額に
対して利子補給するものであり、これまで、58地区
に対し利子補給を行った。

カ 水田・畑作経営所得安定対策等支援事業
本事業は、水田・畑作経営所得安定対策の導入な

ど力強い農業構造の実現に向けた農政改革に則し、
農業の担い手への農用地の利用集積率が増加するこ
とが確実と見込まれる場合に、土地改良区等が負担
する額の6分の5に相当する額を無利子で貸付けを
行うものである。
平成20年度末現在で、372地区認定している。

キ 災害被災地域土地改良負担金償還助成事業
本事業は、土地改良区等に対して、一定規模以上

被災した農用地又は土地改良施設等の受益地に係る
被災年度の負担金の償還利息に相当する額を助成す
るものである。
平成20年度末現在で、29地区認定している。

2 農業水利関係

河川法に基づく水利使用に関する協議
国土交通大臣は、水利使用に関する河川法第23条、
第24条及び第26条第1項の許可又は第34条第1項の承
認に係る申請に対する処分をしようとするときは、河
川法第35条第1項の規定に基づき関係行政機関の長に
協議しなければならない。
これにより、国土交通大臣は、最大取水量が毎秒
1.0m3以上又はかんがい面積が300ha 以上のかんがい
のための水利使用に係る許可、認可の処分をしようと
するときには、農林水産大臣に協議するものである。
最近の協議件数は表20のとおりである。

表20 河川法第35条第1項の規定による水利使用に関する
処分の協議件数

年度 かんがい 発電 計
11 17 1 18
12 11 2 13
13 19 3 22
14 17 0 17
15 26 2 28
16 21 1 22
17 12 1 13
18 20 1 21
19 29 1 30
20 31 1 32

（注）発電は、かんがい用水に完全従属する小水力発電で
ある。
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